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主な内容

人　口
　男
　女
世帯数

12,073（－３７）
6,003（－１２）
6,070（－２５）
4,829（－　７）

2014. ４. 1現在（　 ）は前月比

色鮮やかに77,000本
　２１回目を数えた白子チューリップ祭り。今年も花の広場には、
１６品種77,000本の色鮮やかなチューリップが咲き誇りました。
　１３㎡の区画に赤、白、黄、桃、紫の５色のチューリップ900球で
デザインを作り、植え付ける団体模様植え。今回は、富士山が世界
遺産に登録されたこともあり、富士山のデザインが６団体、また、東
京オリンピック開催決定も話題になったことから、オリンピックのデ
ザインが２団体ありました。今年は花の咲き具合が揃い、どの団体も
デザインがうまく表現されたようです。団体模様植えコンテストの
結果は２ページに掲載しています。

○住宅に関する補助金 　　　　　　　　　　 ３
○役場職員の給与・人事行政運営状況 　　　 ６
○国保・年金 　　　　　　　　　　　　　　 12
○お知らせ 　　　　　　　　　　　　　　　 14
○連載：「元気を続ける」ために 　　　　　　 17
○九十九里浜の詩 　　　　　　　　　　　　 18
○くらしのこよみ・休日当番医 　　　　　　 20
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春
本
番
を
告
げ
る
「
白
子
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

祭
り
」
が
、４
月
５
日（
土
）か
ら
13
日（
日
）

ま
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
昨
年
11
月
に
球
根
の
植
え
付
が
行
わ
れ
、

土
の
中
で
厳
し
い
寒
さ
を
じ
っ
と
耐
え
て
い

た
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
た
ち
は
、
春
の
日
差
し
に

向
か
っ
て
一
斉
に
花
を
咲
か
せ
、
連
日
訪
れ

る
大
勢
の
方
を
楽
し
ま
せ
て
い
ま
し
た
。

　
最
終
日
に
は
、
野
点
や
和
太
鼓
な
ど
各
種

イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
、
家
族
連
れ
な
ど
で

賑
わ
い
ま
し
た
。
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
に
は
、

「
げ
ん
き
君
」や「
チ
ー
バ
く
ん
」も
参
加
し
、

会
場
を
盛
り
上
げ
て
い
ま
し
た
。（
写
真
左
）

　
「
団
体
模
様
植
え
コ
ン
テ
ス
ト
」
は
、
下

記
の
３
団
体
が
受
賞
し
た
ほ
か
、
農
事
組
合

法
人　
長
生
産
直
の
「
富
士
山
」、
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
は
ま
ひ
る
が
お
の
「
祝
！
世

界
遺
産
「
Ｆ
Ｕ
Ｊ
Ｉ
」
」
が
入
賞
し
ま
し
た
。

団
体
模
様
植
え
コ
ン
テ
ス
ト
結
果

21th白子チューリップ祭り
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住宅に関する補助金
☆予算がなくなり次第、受付を終了します！　着工前に必ず担当課へご相談ください。

補助金の種類 対象者 対象住宅・工事 補助金・奨励金額

若者マイホーム
取得奨励金
◇問い合わせ
建設課
☎３３－２１１６

① 平成23年4月１日以降に
対象住宅を取得した方

② 夫婦で定住している方　
または定住する方

③ 住宅取得年の4月１日に
夫婦共に満40歳以下の方

④町税等の滞納がない方
⑤ 奨励金交付後、5年以上

継続して夫婦で定住でき
る方

① 自己の居住用に町内に新たに建設
または購入した住宅

②建設後、使用されていない住宅
③ 住宅の所有権登記が完了している

住宅
④ 建築確認済証・所有権登記が完了

した日から１年以前に建築完了検
査済証の交付を受けている住宅

⑤居住面積85㎡以上の住宅

１件あたり20万円
※次の場合加算あり
①町外から転入
　10万円
②町内建築業者で建築
　10万円
③ 住宅取得年の4月１

日に満18歳未満の子
がいる

　子１人につき10万円

住宅リフォーム
補助金
◇問い合わせ
建設課
☎３３－２１１６

①町内に居住している方
② 世帯全員が町税等の滞納

がない方
③ 町内施工業者が工事を行

う方など

①自己の居住用または併用住宅※

②工事金額が20万円以上
対象工事額の10％
（1,000円未満切捨）

限度額　20万円

木造住宅耐震
診断補助金
◇問い合わせ
建設課
☎３３－２１１６

① 町内に木造住宅を所有し、
当該住宅に住所を有する
方または継続的に住所を
有する方

② この補助金を初めて受け
る方（１人１棟まで）

③町税等の滞納がない方

① 主要構造部が木材で造られている
住宅

② 昭和56年5月31日以前に建築・着
工した住宅

③ 居住用の建築物で一戸建の住宅　
または併用住宅※

④２階建以下の住宅（地下を除く）

費用の２分の１

限度額　4万円

木造住宅耐震
改修補助金
◇問い合わせ
建設課
☎３３－２１１６

① 町内に木造住宅を所有し、
当該住宅に住所を有する
方または継続的に住所を
有する方

② この補助金を初めて受け
る方（１人１棟まで）

③町税等の滞納がない方

①昭和56年5月31日以前に建築・着
工した住宅で主要構造部が木材で造
られている住宅
② 居住用の建築物で一戸建の住宅　

または併用住宅※
③ 耐震診断において判定が1.0以下

と診断された住宅

① 耐震設計・工事監理
費用の３分の１

　限度額10万円
②耐震改修工事に要す
　る費用の３分の１
　限度額40万円

住宅用太陽光
発電システム
設置補助金
◇問い合わせ
環境課
☎３３－２１１８

①町内に住宅を有する方等
② 世帯全員が町税等の滞納

がない方
③ この補助金を初めて受け

る方
④ 電力会社と発電した電力

の受給契約を締結される
方

① 自ら居住または居住予定の住宅
（併用住宅※を含む）に発電シス
テムを設置すること

②最大出力10kw未満であること
③未使用品であること

太陽光発電システム最
大出力に１ｋｗあたり
4万円を乗じた額
限度額14万円

合併浄化槽設置
整備事業補助金
◇問い合わせ
環境課
☎３３－２１１８

① 町内に住所を有する方等
② 専用住宅等の単独処理浄

化槽または汲み取り便槽
を合併処理浄化槽へ転換
設置する方

③町税等の滞納がない方
④ この補助金を初めて受け

る方

①国庫補助指針に適合しているもの
②補助対象地域内に設置するもの
③処理対象人員が10人以下のもの

◇単独浄化槽から
　5人槽：430,000円
　7人槽：514,000円
　10人槽：646,000円
◇くみ取り便槽から
　5人槽：390,000円
　7人槽：474,000円
　10人槽：606,000円

※併用住宅…※居住用の床面積が2分の1以上の住宅



2014-5 4

高速バス 白子中里 ー 東京駅
白子　　 東京（上り）

４月１日 ダイヤ改正

※青字は「サンライズ九十九里」経由

白 子 中 里 ― 5:45 6:40 8:00 10:30 12:30 13:30 14:30 16:00 17:30 19:05

白 子 驚 ― 5:46 6:41 8:01 10:31 12:31 13:31 14:31 16:01 17:31 19:06

白 子 車 庫 5:05 5:50 6:45 8:05 10:35 12:35 13:35 14:35 16:05 17:35 19:10

保養所入口 5:07 5:52 6:47 8:07 10:37 12:37 13:37 14:37 16:07 17:37 19:12

牛 込 5:08 5:53 6:48 8:08 10:38 12:38 13:38 14:38 16:08 17:38 19:13

浜 宿 5:09 5:54 6:49 8:09 10:39 12:39 13:39 14:39 16:09 17:39 19:14

東 京 駅 6:40 7:46 8:41 10:01 12:29 14:33 15:43 16:43 17:55 19:25 21:00

東京　　 白子（下り）

東 京 駅 8:05 9:35 10:15 11:40 14:05 16:05 17:15 18:40 19:45 21:05 22:30

浜 宿 9:41 11:19 11:59 13:24 15:49 17:37 18:47 20:12 21:17 22:37 0:02

牛 込 9:42 11:20 12:00 13:25 15:50 17:38 18:48 20:13 21:18 22:38 0:03

保養所入口 9:43 11:21 12:01 13:26 15:51 17:39 18:49 20:14 21:19 22:39 0:04

白 子 車 庫 9:44 11:23 12:03 13:28 15:53 17:41 18:51 20:16 21:21 22:41 0:06

白 子 驚 9:48 11:27 12:07 13:32 15:57 17:45 18:55 20:20 21:25 22:45 ―

白 子 中 里 9:49 11:28 12:08 13:33 15:58 17:46 18:56 20:21 21:26 22:46 ―

問い合わせ　小湊バス白子車庫　☎３３―２０１８　白子町役場総務課　☎３３―２１１０

■運賃　　現金 　　　1,850円（小児930円） 
　　　　　ICカード　 1,700円（小児850円）※ ＩＣカード（ＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａ）ご利用で

ポイントが付与されます。

と　　き　7月20日(日)　荒天の場合は7月２１日（月・祝）に順延
と こ ろ　南白亀川（旭橋上流から約5００m）
部　　門　GⅠレース・GⅡレース（小学生の部・家族の部・女性の部・小型イカダの部）
　　　　　※レンタルイカダ…GⅡレース各部門（小型イカダの部を除く）参加チームに無料で貸し出し。
参加資格　小学校4年生以上の健康で泳げる人 
参 加 費　１チーム　１,０００円＋３００円（保険料）×乗船人数
募集期間　5月7日（水）～６月１３日（金）
※開催・募集要領、申込書は町のホームページからダウンロードできます。
申込み・問い合わせ　「南白亀川イカダのぼり大会実行委員会」事務局　（総務課内　☎３３－２１１０）

参加者募集南白亀川イカダのぼり大会
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役場職員の人事異動 ４月１日付（　）内は旧任

■総務課 
企画財政係長　渡辺直之（千葉県総務部市町村課派遣）
　　　　　　　篁　裕子（教育課）
　　　　　　　石井雄亮（住民課）

■建設課 
管理係長　　味戸ひろ子（保健福祉課主査補）
工務係長　　古山知弘
主 査 補　　斉藤　剛（長生郡市広域市町村圏組合派遣）
主 査 補　　田邉幸男

■環境課 
　　　　　　伊藤貴之（ガス事業所）

■税務課 
　　　　　　三橋早奈恵（住民課）
　　　　　　風戸勝男（総務課）

■保健福祉課 
主　　幹　　君塚吉男（白子町社会福祉協議会派遣）
主 査 補　　鈴木充子（建設課管理係長）
主 査 補　　木島美津子
　　　　　　加藤孝行（宮城県山元町派遣）
　　　　　　山崎雄介（新規採用）

■住民課 
戸籍住民係長　髙橋直子
主 査 補　　　長島智哉（総務課主査補）
　　　　　　　田中さやか（議会事務局）

■生涯学習課 
　　　　　　鈴木敏行（商工観光課）
　　　　　　三浦志郎（新規採用）

■教育課 
　　　　　　長谷川由紀（税務課）

■議会事務局 
　　　　　　大多和優子（保健福祉課）

■ガス事業所 
　　　　　　篠　将人（税務課）

■白潟保育所 
　　　　　　宮田直美（関保育所）

■南白亀保育所 
副所長　　　御園かおる
　　　　　　長島陽子（白潟保育所）
　　　　　　石原　好（白潟保育所）
　　　　　　中古　緑（白潟保育所）

■関保育所 
副所長　　　岡澤寿美江
主任保育士　板倉眞由美（南白亀保育所主任保育士）

■派　　遣 
千葉県総務部市町村課　工藤孝弘（保健福祉課）
長生郡市広域市町村圏組合　山本大介（建設課）
宮城県山元町へ災害派遣　梅澤利文
　　　　　　（長生郡市広域市町村圏組合派遣）
白子町社会福祉協議会　竹下裕之
　　　　　　　　　　　　（保健福祉課副主幹）

■退職者　　　　　　　　　 （3月31日付） 
　秋葉正人（長生郡市広域市町村圏組合派遣）



役場職員の給与と人事行政運営状況等の公表

白子町 全国町平均
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■給与・定員管理等について
１　総括
⑴ 人件費の状況（普通会計決算）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
1号級の給料月額 135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600 366,200
最高号級の給料月額 243,700 307,800 356,300 390,800 403,200 422,600 456,200

⑵ 職員給与費の状況（普通会計予算）

区分 職員数
（Ａ）

給　与　費 １人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

24年度 132 466,717千円 43,733千円 162,379千円 672,829千円 5,097千円
（注）１　職員手当には退職手当を含まない。 ２　職員数は平成23年４月１日現在の人数。

⑶ 特記事項（平成18年４月から給与、諸手当の抑制を実施）
　①特別職（町長、副町長）及び教育長給料月額１０％減額　　②管理職手当減額

⑷ ラスパイレス指数の状況　　（各年４月１日現在）

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
⑴ 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（25年４月１日現在）
①一般行政職

区　分 平均
年齢

平均給料
月額（円）

平均給与
月額（円）

平均給与月額
（国ベース）（円）

白子町 41.6歳 313,300 348,700 335,200
千葉県 43.1歳 339,336 429,810 387,879

国 43.1歳 307,220 376,257 372,906
※平均給料月額
　25年４月１日現在の各職種の職員の基本給の平均額。
※平均給与月額
　給料月額と毎月支払われる諸手当の合計額。
※平均給与月額（国ベース）
　 国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務

手当等が含まれていないので、比較のため再計算したもの。

②技能労務職
平均
年齢

平均給料
月額(円)

平均給与
月額(円)

平均給与月額
（国ベース）(円)

白子町 53.2歳 292,200 303,069 297,822

うち調理員 57.0歳 322,900 338,900 333,750

うち用務員 50.1歳 307,600 323,200 319,100

千葉県 51.8歳 326,514 381,507 361,276

国 49.9歳 272,119 309,534 309,534
民
間
事
業
者

うち調理員 43.3歳 ― 255,900 ―

うち用務員 53.5歳 ― 206,600  ―

※ラスパイレス指数
　国家公務員の給与水準を100とした場合の
　地方公務員の給与水準を示す指数。

２　一般行政職員給与表の状況（25年４月１日現在）

区分 住民基本台帳人口
（24年度末） 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率

（Ｂ／Ａ）
（参考）

23年度の人件費率
24年度 12,294人 4,281,858千円 166,277千円 1,059,287千円 24.7％ 26％

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のもの
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⑵ 職員の初任給の状況（25年４月１日現在）　（円）
区　　分 白子町 千葉県 国

一　般
行政職

大学卒 172,200 178,800
Ⅰ種 181,200
Ⅱ種 172,200

高校卒 144,500 144,500 140,100

⑶ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
　（25年４月１日現在）　	 （円）

経験年数 10年 15年 20年
一　般
行政職

大学卒 244,900 284,900 329,400
高校卒 214,600 252,600 293,300

技　能
労務職

高校卒 200,800 231,100 263,900
中学卒 ― ― ―

４　一般行政職の級別職員数等の状況
⑴ 一般行政職の級別職員数の状況
 （25年４月１日現在）
区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１級 主事補・技師補 7人 7.7％
２級 主事・技師 7人 7.7％
３級 主任主事・主任技師・副主査 21人 23.1％
４級 係長・主査補 23人 25.3％
５級 主査 9人 9.9％
６級 課長補佐・副主幹 8人 8.8％
７級 課長・主幹 16人 17.5％

⑵ 昇給への勤務成績の反映状況

※白子町一般職の職員の給与等に関する条例に基づく給
料表の級区分による職員数。
※標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的
な職務。

首長による人事評価で昇格、昇給を実施。

５　職員の手当の状況
⑴ 期末手当・勤勉手当 （25年４月１日現在）

白子町 国
１人当たり平均支給額（２４年度）1,221千円 －

（２３年度支給割合）
期末手当2.6月分　　　　勤勉手当1.35月分

（２４年度支給割合）
期末手当2.6月分　勤勉手当1.35月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　　５～２０％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　　５～２０％

⑵ 退職手当 （25年４月１日現在）
白　　子　　町 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 23.50月分 30.55月分 勤続２０年 23.03月分 28.7875月分
勤続２５年 33.50月分 41.34月分 勤続２５年 32.83月分 38.955月分
勤続３５年 47.50月分 59.28月分 勤続３５年 46.55月分 55.86月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 55.86月分 55.86月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～20％） その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～20％）
（退職時特別昇給　　　　　　なし　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　）
平均支給額／人　　　17,513千円
（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額。
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⑶ 地域手当 （25年４月１日現在）
支給実績（２４年度決算） 0円
支給職員１人当たり平均支給年額（24年度決算） 0円

支給対象
地　　域 支給率 支給対象

職 員 数
国の制度

（支給率）
全域 0％ 0人 0 ％

⑷ 時間外勤務手当
２４年度 ２３年度

支給実績 9,955千円 5,682千円

支給職員１人当たり
平均支給年額 96千円 54千円

⑸ 特殊勤務手当 （25年４月１日現在）
支給実績（２４年度決算） 0円
支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算） 0円
職員全体に占める手当支給職員の割合（２４年度） 0.0％
手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

技術職員手当
担当課職員 ガス主任技術者　甲種 月額２０，０００円
担当課職員 ガス主任技術者　乙種 月額１０，０００円

防疫手当 担当課職員 防疫業務に従事した時 日額　１，０００円
危険手当 担当課職員 人体に危険を及ぼす作業に従事した時 日額　１，０００円
行旅病人取扱手当 担当課職員 旅行中の病人を取り扱う時 日額　　　５００円
行旅死亡人取扱手当 担当課職員 旅行中の死亡人を取り扱う時 日額　１，０００円

⑹ その他の手当 （25年４月１日現在）

手　当　名 内容及び支給単価 国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（２４年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（２４年度決算）

扶 養 手 当
配偶者 13,000円

同 11,091千円 189,600円
配偶者以外 6,500円

住 居 手 当
自宅 4,300円 異

自宅支給なし 4,613千円 112,800円
借家 11,000～27,000円 同

通 勤 手 当 片道２kmから 2,000円～ 異 使用区分距離 6,596千円 58,800円
管 理 職 手 当 課長８％、主幹６％、補佐４％ 異 8,546千円 300,000円
休日勤務手当 1時間当たり給与額の100分の135 同 0千円 0円
宿 日 直 手 当 4,200円 2,932千円 68,400円

※住居手当及び通勤手当は１５％削減して支給

６　特別職の報酬等の状況 （25年４月１日現在）
区　　　分 給料月額等

町　長 709,200円（788,000円）

副町長 575,100円（639,000円）

報　　酬

議　長 284,000円

副議長 237,000円

議　員 213,000円

期末手当
町長・副町長 （２５年度支給割合）　3.95月分

議長・副議長・議員 （２５年度支給割合）　3.95月分

退職手当

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

町　長 在職月数×35/100 11,914,560円（13,238,400円） 任期毎

副町長 在職月数×25/100 6,901,200円（  7,668,000円） 任期毎
◇給与及び報酬の（　)内は、減額措置を行う前の金額。
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７　職員数の状況
⑴ 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

区　　分
部　　門

職員数 対前年
増減数 主な増減理由平成25年 平成24年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　会 2 2 0
総　　務 27 21 6 育児休業職員・災害派遣職員等の課付
税　　務 10 11 △1 派遣職員等の課付
農林水産 9 10 △1 育児休業のため総務課へ
商　　工 5 5 0
土　　木 9 9 0
民　　生 40 40 0
衛　　生 17 16 1 業務増

計 119 114 5
教育部門 14 17 △3 退職不補充

小　計 133 131 2
会
計
部
門　

公
営
企
業
等

そ
の
他

国　　保 4 4 0
介　　護 4 3 1
そ の 他 6 6 0

小　計 14 13 1

合　　計 147 144 3
［195］ ［195］ ［ 0 ］

◇職員数は一般職に属する職員数。（教育長は含まない。）　◇［     ］内は、条例定数の合計。

⑵ 年齢別職員構成の状況（25年４月１日現在）
区　分 職員数

20歳未満 0人
20～23歳 5人
24～27歳 11人
28～31歳 11人
32～35歳 19人
36～39歳 21人
40～43歳 27人
44～47歳 16人
48～51歳 11人
52～55歳 8人
56～59歳 18人
60歳以上 0人

計 147人

⑶ 職員数の推移
区　分

部　門 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 過去５年間の増減数（率）

一般行政 109人 113人 112人 111人 114人 119人 6人（ ＋ 9.2％）
教　　育 23人 23人 22人 19人 17人 14人 △ 9人（△39.1％）

普通会計合計 132人 136人 134人 130人 131人 133人 △ 3人（△　0.8％）
公営企業会計等 18人 13人 13人 13人 13人 14人 1人（△22.2％）

総合計 150人 149人 147人 143人 144人 147人 △ 2人　 （△ 2％）

（各年４月１日現在）
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○職員の採用状況（24年度）（単位：人）
区　分 試験 選考 合計

一般行政職 ９ ９
事務職 ７ ７
技術職 ２ ２

技能労務職

○退職の状況（24年度） （単位：人）

区　分 定年
退職

勧奨
退職

そ　の　他
合計普通

退職
分限
免職

懲戒
免職 失職 死亡

退職
任期
満了

一般行政職 ３ １ ４
技能労務職 ２ １ ３

◇定年退職　 地方公務員法第28条の2第1項の規定による退職及び
同法第28条の3第1項の規定による勤務延長後の退職

◇勧奨退職　任免権者が行う退職勧奨に応じた退職
◇普通退職　自己都合による退職
◇分限免職　地方公務員法第28条第1項の規定による免職
◇懲戒免職　地方公務員法第29条の規定による免職
◇失　　職　地方公務員法第28条第4項の規定による失職
◇任期満了　定められた任期が満了したことによる退職

○勤務時間の状況（25年４月１日現在）
１週間の
勤務時間

勤務時間の割振り
始業 終業 休憩時間 週休日

38時間45分 8:30 17:15 12:00～
13:00 ２日

◇「１週間の勤務時間」は、地方公務員法(昭和25年法律第261号) 
第24条第6項の規定に基づき条例で定められた職員の勤務時間。

◇「勤務時間の割振り」は、月曜日から金曜日の８:30から17:15の
時間帯（それに準じた時間帯）に勤務時間が割振られている職員
の勤務時間。

○年次休暇の状況（24年４月１日～25年３月31日）
総付与日数 ３,３６０日
総使用日数 ８１７.３日
全期間在職
職　員　数 ８４人

一人当たり
平均使用日数 ９.７日

①共 済 組 合： 職員の共済制度は千葉県市町村職員共済組合が行っており、費用は職員の掛金と町の負
担金で賄われ、その内容は健康保険関係、共済年金保険関係、健康診査関係などです。

②職員互助会： 千葉県市町村職員互助会は、地方公共団体が職員のために実施する厚生制度に併せて、
会員とその被扶養者の生活安全と福祉増進事業を行っています。費用は職員の掛金と
町の負担金で賄われており、平成24年度の町負担額は205千円でした。町独自の互助
会もありますが、町負担はありません。

分限処分・懲戒処分の状況（２４年度）
該当する案件なし

営利企業の状況（２４年度）
該当する案件なし

区　分 内　容 実施状況

職員の保健に
関すること

成人病予防検査（35歳以上） ２９名受診
疾病予防検査（35歳未満） ５８名受診
胸部エックス線検査 ８６名受診

〇福利厚生制度の状況

■職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

■職員の任免及び職員数に関する状況

■職員の福祉及び利益の保護の状況

■職員の服務の状況■職員の分限処分及び懲戒処分の状況

厚生制度の状況（２４年度）

◇「全期間在職職員数」は、４月１日から３月31日までの期間在職した職員（一般
職に属する職員）の合計とし、当該期間の中途に採用された者及び退職した者
並びに当該期間中に育児休業、分限休職の事由がある職員及び派遣職員を除く。

◇「総付与日数」は、当該年度の４月１日現在において全期間在職した職員に付与
された日数(前年度からの繰越分を含む。)の合計。

◇「総使用日数」は、全期間在職した職員の使用した年次休暇の合計。

職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するために、職員の健康管理状況を把握し、健康障
害や疾病の早期発見を行うため、定期健康診断を実施しています。

〇安全衛生管理の状況

◇ 地方公務員法第42条の
規定に基づく職員の厚
生制度の状況です。
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（２４年度）
研修の名称 研修の内容 修了者数 研修先

新 規 採 用 職 員 研 修 職員としての心構えや執務に必要な基礎的知識の習得。 ６ 市
町
村
圏
組
合

長
生
郡
市
広
域

中 級 職 員 研 修 中級職員としての視野を深め、自発的な能力向上意欲を養う。 ６
係 長 職 員 研 修 係長としての視野を深め、期待される識見管理能力を養う。 ７
住 民 協 働 推 進 研 修 住民協働の考え方とその実現のための仕組みを修得。 ５

千
葉
県
自
治
研
修
セ
ン
タ
ー

ま ち づ く り 研 修 まちづくりの政策担当者としての職務遂行能力の向上を図る。 ２
折 衝 ・ 交 渉 研 修 相手と信頼関係を築きながら説得する能力の向上を図る。 １
ク レ ー ム 研 修 クレーム対応に関する基本的知識を深める。 ３
タイムマネジメント研修 時間の計画的管理と有効活用で仕事の進め方の向上を図る。 ２
コンプライアンス研修 住民の視点でコンプライアンスを再認識し、問題を共有し自覚を促す。 ２
メンタルヘルス研修 職場のメンタルヘルスの改善・対処の手法を修得。 ７
コミュニ ケ ーション
ス キ ル アップ 研 修 良好な人間関係を築き、組織内でスムーズに仕事を進める能力を修得。 ５

法 制 実 務 研 修 条例・規則の制定や改廃の基礎知識と技法の修得。 ６
人 事 管 理 研 修 人事管理と人事評価制度を理解し、人事評価実務能力の向上を図る。 １
給 与 事 務 研 修 給与事務に必要な基礎的知識を修得し、実務能力の向上を図る。 １
公 会 計 基 礎 研 修 地方公会計制度の概要を学び、財務諸表作成の知識の修得を図る。 ３
財 務 事 務 研 修 財務に関する基本的知識の修得。 ２
契 約 事 務 研 修 契約実務の基本的知識の修得と実務遂行能力の向上を図る。 ５
税 務 等 事 務 研 修 税務に関する基本的知識の修得。 １０
市 町 村 民 税 研 修 市町村民税に関する基本的知識の修得。 １
固 定 資 産 税 研 修 固定資産に関する基本的知識の修得。 ２
滞 納 整 理 事 務 研 修 徴収率向上に必要な専門的知識と交渉技術の修得。 ６
債権管理・回収研修 自治体債権の管理・回収に必要な基礎知識、方法の修得。 １
災 害 危 機 管 理 研 修 災害発生の防止と災害発生時の被害軽減のための知識の向上を図る。 ２
課 長 研 修 課長として必要な見識を身につけ、管理能力の向上を図る。 ２
管 理 者 研 修 自治体のトップマネジメントに必要な判断能力・経営能力の向上。 ２
コ ー チ ン グ 研 修 コーチングの知識を深め、部下の自発的行動を促進する手法の習得。 １
危 機 マ ス コミ研 修 危機管理意識と管理職の役割を確認し、マスコミ対応の実践力を養う。 １
カウンセリング 研 修 職員の悩みを事前に察知する知識を学び、対応の修得を図る。 ２
ハラスメント防止研修 組織的なハラスメント防止対策を図るための基礎知識を習得。 ２

　※地方公務員法第39条の規定に基づき、任命権者が行う研修の状況。

■職員の研修状況

勤務条件に関する措置の要求の状況
平成２４年度　該当する案件なし

平成２４年度　該当する案件なし
■不利益処分に関する不服申立ての状況■千葉県市町村公平委員会の業務状況

前年度末現在未
処理件数 受理件数 認定件数 取下げ件数 年度末

未処理件数
公務災害 0 2 公 務 上 2 0 0

公 務 外 0
通勤災害 0 1 通 勤 災 害 該 当 1 0 0

通勤災害非該当 0

〇公務災害補償の状況 （２４年度）

◇地方公務員災害補償法に基づく職員の公務災害補償の状況です。
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加入の届け出が遅れると

加入・脱退の届出は１４日以内に！
　国民健康保険は、会社などに勤めている人が加入している健康保険などとは違い、加入するときも、
脱退する（やめる）ときも、異動があった日から１4日以内に世帯主が役場に届出をしなければなりま
せん。特に会社を辞めたときはご注意ください。勤めているときは会社で手続きをしてくれましたが、
国保は自分で届出をしなければなりません。

　保険税は、加入の届出をした日から
ではなく、国保の資格を取得した月の
分から納めることになります。
　また、保険証がないとその間の医療
費は、いったん全額自己負担になりま
す。ただし、後日、療養費として申請
すると国保負担額が給付されます。

脱退の届け出が遅れると
　脱退の事実がわかって
いながら、国保の保険証
を使って医療を受けた場
合は、国保負担分の医療
費を後で返していただか
なければなりません。

こんなとき 必要なもの

国
保
に
加
入
す
る

町外から転入 転出証明書
職場の健康保険などをやめた 健康保険をやめた証明書（資格喪失証明書）
子どもが生まれた 母子健康手帳
生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入する　※3 在留カード

国
保
を
や
め
る

町外に転出する 転出する方の保険証
職場の健康保険などに入った 国保と健康保険の両方の保険証

死亡した 死亡した方の保険証 
会葬礼状等（喪主や葬儀日が確認できるもの）⇒葬祭費が支給されます

生活保護を受けることになった 保険証・保護開始決定通知書
外国籍の方が国保をやめる 保険証・在留カード

そ
　
の
　
他

保険証を失くした　汚した 身分を証明するもの（運転免許証など）・汚した場合はその保険証
住所や世帯主、氏名が変わった 保険証
退職者医療制度に該当した 保険証・年金証書（加入月が確認できるもの）
修学のため、別に住所を定める 保険証・在学証明書

※１　 届出には本人を確認できるもの（運転免許証、パスポート、住基カードなど）と印かん（インク浸透型を除く）
を必ずお持ちください。

※２　 加入・脱退により世帯主が変わる場合は、国保加入者全員の保険証をお持ちください。また、「特定疾病療養受
療証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、あわせてお持ちください。

※３　外国籍の方の国保加入
　　　国民健康保険の適用対象となる外国籍の方は、入管法の規定による在留資格を持ち、１年以上の在留期間が決定

された方です。この適用条件を満たした方は、「外国人研修生総合保険」等の民間保険の加入を理由に、国保加
入を辞退することはできません。

問い合わせ　住民課　国保年金係　☎３３－２１１２　

国保に
加入します

　就職して会社
の社会保険に加
入したので、国
保を脱退します

体脂肪 燃やして灯せ 妻の愛（第１回輝け！健康県ちば宣言より）
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卒業まで保険料納付を猶予
学生納付特例制度

①対象となる学生… 大学（大学院）や短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校※、
一部の海外大学の日本分校※、夜間部、定時制課程、通信制課程に在学する
２０歳以上の方

　※各種学校：修業年限が１年以上の課程に在学している方に限ります。
　　　　　　　（私立の各種学校は都道府県知事の認可を受けた学校に限ります）
　※海外大学の日本分校： 日本国内にある海外大学の日本分校で、文部科学大臣が個別に指定し

た課程に在籍する方
②学生本人の前年所得が《118万円＋扶養親族等の数×38万円＋社会保険料控除等》以下

❏適用基準

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が国民年金に加入します。
学生の方々も例外ではありません。この制度は、学生の方の国民年金保険料納付が
卒業まで猶予される制度です。申請は毎年度する必要があります。

役場住民課（国保年金係）の窓口で申請します。申請書は、役場住民課または年金事務所にあります。
※申請書は日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
○申請に必要なもの
　・国民年金手帳
　・学生等であることを証明する書類（学生証や在学証明書など）
※前年所得があった方や退職した方が申請するときは、その他に必要な書類がある場合があります。

❏申　請

　前年度、学生納付特例の承認を受け、今年度以降も引き続き在学予定である方には
申請書（ハガキ形式）が送付されます。申請書（ハガキ形式）が届いた方は、学生等
である証明書類の添付は必要ありません。
※ただし、在学する学校等が変わったときは、改めて住民課国保年金係へ申請してください。

❏制度を利用した期間の取扱い
①受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません
② 10年以内は追納することができます。承認を受けた年度から３年度以降に追納する

場合は、経過した期間に応じて当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。
　※保険料の追納には年金事務所または役場で申し込みが必要になります
③障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます
　※障害基礎年金、遺族基礎年金を受給する場合には、納付条件があります

千葉年金事務所
☎０4３―２4２－６３２０http://www.nenkin.go.jp/

日本年金機構ホームページ

千産の旬 感謝と工夫で 健やかに（第１回輝け！健康県ちば宣言より）
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子どもクッキング教室
しらこの食材で肉まん作り！

と　き　５月３１日（土）
　　　　１０：００～１３：００
ところ　健康づくりセンター
定　員　１６名
　　　　（定員になり次第締切）
対　象　 小学１～６年生（原則とし

て３年生まで保護者同伴）
用意するも�の　エプロン・三角巾・

マスク・手拭き用タオル
参加費　１人５００円（材料費）
申込み方法　 電話または窓口でお申

し込みください。
　※５月７日（水）９時から受付
申込み・問い合わせ
　生涯学習課　☎３３－２１４４

手づくりパン教室
旬の玉ねぎでパンづくり！

と　き　５月２０日（火）
　　　　９：３０～１２：００
ところ　健康づくりセンター
定　員　１６名
　　　　（定員になり次第締切）
対　象　成人
用意するもの　 エプロン・三角巾・

手拭き・容器
参加費　５００円（材料費）
申込み方法　 電話または窓口でお申

し込みください。
　※５月７日（水）９時から受付
申込み・問い合わせ
　生涯学習課　☎３３－２１４４

長生郡写真クラブ合同作品展
と　き　５月23日（金）～28日（水）
　　　　９：００～１７：００ 
　　　　初　日：12:00～
　　　　最終日：16:00まで
ところ　茂原市中央公民館
入場料　無料
作　品　 会員が撮影した地元の風景、

行事、まち並み等
参加団体　 白子町白写会、長生村写

真クラブ、睦沢フォトク
ラブ、長南フォトクラブ、
長柄フォトクラブ

自動車税の納期限は６月２日（月）
　自動車税の納期限は６月２日（月）です。５月上旬に自動車税事務所か
ら納税通知書が送付されますので最寄りの金融機関などで早めに納めま
しょう。今年度より、インターネットを利用したクレジットカードでの納
付が可能になりました。（納期限までの手続きが必要です）
　詳しくは、納税通知書に同封のしおりをご覧ください。
問い合わせ　自動車税事務所　☎０４３－２４３－２７２１

福祉タクシー利用券を交付
　町では、町内に住所を有し、一定の要件を満たし税金等未納のない世帯
の方にタクシー利用券を交付しています。
　希望される方は保健福祉課へ申請してください。交付枚数は申請する月
により異なり、５月に申請すると22枚です。
❏対象となる方
　①障がいの程度が１級または２級の身体障害者手帳をお持ちの方
　②療育手帳をお持ちの方
　③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
　④介護保険法の要介護４または５の認定を受けた方
　⑤７０歳以上の方
❏申請に必要な物
　①～③に該当する方：障害者手帳と印鑑
　④に該当する方：介護保険証と印鑑
　⑤に該当する方：健康保険証または介護保険証と印鑑
❏助成内容
　町が指定したタクシー業者を利用した場合、料金精算の際に利用券を渡
すとタクシー料金から最大で１，０００円が差し引かれます。
（タクシー料金が１，０００円以下の場合は、支払う額は０円となります）
申込み・問い合わせ　保健福祉課　福祉係　☎３３－２１１３

町民卓球大会結果

町民剣道大会結果

シングルスの部 混合ダブルスの部男子 女子
優　勝 板倉　静雄 細谷香奈恵 金坂　裕明・田邉　恭佑
準優勝 三橋　涼一 阿部茉夕佳 篠崎　　稜・細谷香奈恵

３　位 青柳　祐也 金坂　千尋 伊藤　大輔・森田　　連
鵜澤　　覚 野口　未結 代市　　光・金坂　千尋

小学校低学年の部 小学校中学年の部 小学校高学年の部
優　勝 古山　瑞季 宇野 さくら 小川　　櫻
準優勝 片岡　　藍 片岡　優里 片岡　香純
３　位 宇野　隆太 若杉　将太 若杉　寧々

中学生の部Ａ 中学生の部Ｂ 高校・一般の部
優　勝 吉荒　啓祐 渡辺 みなみ 松﨑　海斗
準優勝 小川　　栞 西澤　晴信 前田　大地
３　位 北原　裕也 秋田　実咲 栗原　拓哉



ゴミひろい　ひとりひとつで　きれいな町に
15 2014-5

お 知 ら せ広報しらこ－⑤

大腸がん検診
　大腸がんは、５０歳代後半から増加し、高齢になるほど高くなります。
男女比では男性の方が多く、罹患率・死亡率共に女性の２倍です。次の方
には受診票と検査容器を送付しています。送付対象者でない方で検診を希
望する場合は、健康づくりセンター窓口または電話でお申込みください。
　受診票送付対象者　・ 過去２年間（平成24・25年度）に１回でも検診を

受けた方
　　　　　　　　　　・４０、４５、５０、５５、６０歳の方
と　き　５月１６日（金）・１７日（土）・ ２２日（木）
　　　　受付時間　７：３０～９：３０　
　　　　※受付日・受付時間以外の回収はできません。
ところ　健康づくりセンター　
自己負担額　５００円
対象者　平成２６年４月１日で４０歳以上の方
検診方法　検査用スティックによる便潜血反応検査
※検診の結果、精密検査となった方は必ず医療機関を受診してください。
（痔の症状と似ているため放置してしまうことがあり、注意が必要です）
※ 検査は便に血が混じっているかを診るものであるため、痔をお持ちの方

は、医療機関での受診をお勧めします。
申込み・問い合わせ　健康づくりセンター　☎３３－２１７９

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
　消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方々や子育て世帯への影響を緩
和するため、臨時的な措置として給付します。

町民バドミントン大会結果
優　勝　高師英貴・太田一浩ペア
準優勝　屋代隆太郎・亀井祐哉ペア
３　位　水野健太郎・篠田涼楓ペア

防災行政無線 戸別受信機
　町では、平成２７年度にかけて防
災行政無線設備のデジタル化を進め
ています。デジタル化に伴い、戸別
受信機をアナログ式（旧式）からデ
ジタル式に交換しています。まだ交
換されていない方は、総務課へお越
しください。
　また、新たに貸与を希望される方
も受け付けています。

受付時間　平日　8:30～17:00
申込み・問い合わせ　総務課
　情報統計係　☎３３－２１１０

軍
ぐ ん だ り

荼利山
さ ん

で森の植物観察
　一宮町の東浪見寺境内にある軍荼
利山植物群落は、千葉県天然記念物
に指定されています。スダジイを主
とする自然林が残る自然豊かな森で
植物を観察しませんか。
と　き　６月１日（日）
　　　　１０：００～１５：００
ところ　軍荼利山（一宮町）周辺
定　員　１５人
　　　　（申込多数の場合は抽選）
費　用　５０円（保険料）
申込方法　 住所、氏名、電話番号、

年齢を書いて、はがき、
ファクスまたはＥメール
でお申込みください。

締切り　５月１８日（日）
申込み・問い合わせ
　県立中央博物館分館海の博物館
　☎ ０４７０－７６７－１１３３
　FAX ０４７０－７６－１８２１
　メール umihaku@chiba-muse.or.jp

※ 平成26年１月１日（基準日）に住民登録が白子町にある方は、白子町役
場へ申請してください。申請・支給手続きなどについては、後日、郵送
等でお知らせします。

※給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
問い合わせ　臨時福祉給付金　　　　保健福祉課　☎３３－２１１３
　　　　　　子育て世帯特例給付金　住民課　☎３３－２１１２

支給対象者 支給額

臨
時
福
祉
給
付
金

平成26年度分の住民税が課税さ
れていない方。
※住民税が課税されている方の
扶養となっている方、生活保護
を受給されている方は対象とな
りません。

１人につき１万円
※対象者のうち、老齢基礎年金、
障害基礎年金、遺族基礎年金、児
童扶養手当、特別児童扶養手当
等の受給者は５千円加算されます。
（複数の手当を受給していても加
算は１人につき５千円です）

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

平成26年１月分の児童手当（特
例給付を含む）を受給し、平成
25年の所得が児童手当の所得制
限額に満たない方。
※対象児童：支給対象者の平成
26年１月分の児童手当・特例給
付の対象となっている児童。た
だし、臨時福祉給付金の対象の
児童、生活保護を受給されてい
る場合は対象となりません。

対象児童１人につき１万円

持参するもの 負担金

新
規 印鑑 15,000円

交
換

印鑑・現在お使
いの戸別受信機 無償
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目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
近
年
、
田
植
え
の
時
期
が
早
ま
り
、

白
子
町
を
含
め
九
十
九
里
平
野
で
は
８

割
方
が
４
月
中
に
植
え
終
わ
る
よ
う
で

す
。
理
由
は
、
千
葉
県
内
は
早
期
米
の

産
地
で
あ
り
、
新
米
を
早
く
出
荷
で
き

れ
ば
多
少
有
利
に
売
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
農
業
機

械
の
性
能
ア
ッ
プ
と
大
型
化
が
進
ん
だ

こ
と
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
田
植
え
機
が

開
発
さ
れ
た
当
初
は
、
２
条
植
え
で
植

え
付
け
ミ
ス
も
多
く
、
補
植
と
言
っ
て

機
械
植
え
の
後
を
人
間
が
手
直
し
す
る

た
め
に
田
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。

　
今
で
は
一
度
に
８
条
も
植
え
ら
れ
、

肥
料
と
除
草
剤
を
同
時
に
施
し
、
１
時

間
で
30
ａ
を
楽
に
植
え
終
え
て
し
ま
う

と
い
う
高
性
能
機
も
多
く
普
及
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
近
年
、
新
し
い
栽
培
方

法
等
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
直
播

栽
培
で
す
。
か
な
り
古
く
か
ら
研
究
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
野
鳥
に
よ
る
食
害

や
雑
草
の
防
除
の
問
題
が
な
か
な
か
解

決
で
き
ず
、
収
量
に
極
端
な
ば
ら
つ
き

が
あ
る
た
め
、
今
日
ま
で
普
及
に
は
至

っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
こ
で
、
新
し
く
研
究
さ
れ
た
種
も

み
に
鉄
粉
を
被
覆
す
る
「
鉄
コ
ー
テ
ィ

ン
グ
法
」
と
い
う
方
法
と
専
用
除
草
剤

の
開
発
に
よ
り
、
安
定
収
量
が
得
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
何
よ
り
、
苗

作
り
と
い
う
多
く
の
労
力
を
費
や
す
作

業
が
不
要
に
な
り
ま
す
か
ら
、
稲
作
農

家
に
と
っ
て
一
番
の
課
題
で
あ
る
省
力

化
、
コ
ス
ト
削
減
の
本
命
で
あ
り
、
白

子
に
も
新
し
い
稲
作
技
術
が
広
が
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
日
本
人
の
主
食
で
あ
る
コ
メ

は
、
昭
和
40
年
代
か
ら
生
産
過
剰
に
な

り
、
以
来
、
生
産
調
整
、
減
反
政
策
が

40
年
以
上
続
い
て
い
ま
す
。
今
、
植
え

付
け
ら
れ
て
い
る
稲
も
、「
ご
は
ん
」
と

し
て
食
べ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
家
畜

の
エ
サ
と
な
る
飼
料
米
や
ご
は
ん
以
外

の
用
途
に
使
わ
れ
る
加
工
米
、
米
粉
米

な
ど
に
全
生
産
量
の
４
割
近
く
が
廻
さ

れ
て
い
る
状
況
か
ら
、
米
価
は
長
期
に

わ
た
り
低
迷
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
高
齢
化
に
よ
る
担
い
手
不

足
も
深
刻
で
す
。
白
子
町
の
稲
作
農
家

の
平
均
年
齢
は
70
歳
近
く
。
高
齢
に
な

る
と
、
新
し
い
技
術
の
導
入
や
高
額
な

農
業
機
械
の
購
入
に
も
消
極
的
に
な
り

が
ち
で
、
直
播
栽
培
な
ど
の
普
及
が
遅

れ
る
一
因
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
ま

た
、
農
機
具
に
よ
る
事
故
も
多
発
し
て

お
り
、
心
配
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
政
府

は
経
済
成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
農
業

を
成
長
さ
せ
る
産
業
の
ひ
と
つ
に
位
置

づ
け
、
地
域
活
力
創
造
プ
ラ
ン
を
策
定

し
ま
し
た
。
農
地
の
８
割
を
担
い
手
農

家
に
集
約
し
、
加
工
な
ど
の
６
次
産
業

化
を
促
進
。
輸
出
の
拡
大
な
ど
を
柱
に

10
年
間
で
所
得
倍
増
を
目
指
す
と
し
て

い
ま
す
。

　
施
策
に
明
確
な
目
標
が
な
け
れ
ば
前

進
も
達
成
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
ま
で

の
国
の
農
政
に
対
す
る
不
信
も
少
な
く

な
い
よ
う
で
、
農
家
の
反
応
は
今
ひ
と

つ
で
す
が
、
農
業
を
基
幹
産
業
の
ひ
と

つ
と
す
る
我
が
町
は
、
待
っ
た
な
し
の

対
応
を
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
年
度
を

「
農
業
改
革
元
年
」
と
位
置
づ
け
、
新

し
い
技
術
と
新
し
い
施
策
の
活
用
で
元

気
な
農
業
と
美
し
い
田
園
風
景
が
楽
し

め
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
た
い
と
思
い

ま
す
。

町 

長
　
林
　
　
和
　
雄

農
業
を
元
気
に

登録統計調査員 募集
　町では、国などが実施する統計調査（国勢調査、経済センサス、工業統計調査など）の調査活動を行
う登録統計調査員を募集しています。ひとつの統計調査の任命期間は概ね２か月程度で、実施される統
計調査ごとに町から打診し、活動できる方には調査に従事していただきます。

　□調査員の身分・災害補償
　　 調査員任命期間中は、非常勤の地方（国家）公務員となります。調査活動中（任命期間中）に災害

（交通事故など）に遭った場合は、法令等の規定に基づいて公務災害補償が適用されます。
　□応募の資格要件（①～④のすべてを満たす方）
　　①20歳以上の民間の方で健康で責任をもって調査活動ができる方
　　②調査で知り得た情報など、秘密の保護に関して信頼のおける方
　　③警察、選挙、税務事務、興信所、報道関係等に従事していない方
　　④暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない方
　□報酬　調査終了後、定められた報酬を支払います。　申込み・問い合わせ　総務課　☎３３－２１１０
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■連載 ② 「元気を続ける」ために

公立長生病院  
副院長　阿　部　恭　久

　前回は、サルコ（筋肉）ペニア（減少）という言葉を紹介しました。
　今回は１つの例をみてみましょう。もちろん仮定の症例です。
　81歳の男性、身長164cm、体重58kg。高血圧で近くの医院へ通っていますが、他には大き
な問題もなく奥様と２人暮らし。肉も野菜も好き嫌いなく食べ、お酒も好み、社交的な毎日を送
っていました。昨年の夏に風邪をひき、軽い肺炎になり入院しましたが、回復は早く1週間で退
院できました。暑い日が続くため、用心して外出せず静かに過ごしていました。しかし、秋にな
ってもあまり散歩に行かなくなり、食事の量が少し減り、好きなお酒もあまり飲まなくなってき
ました。たまに外出しても疲れた様子が目立つようになりました。冬に、久し振りに会った息子
に「ずいぶんやせたな」と言われ、体重を計ってみると53kg。確かに足が細くなり、何をする
のもおっくうで、すぐ休憩したくなるようになっていました。
　さて、皆さんはこのような状況をどう思われますか？　原因はさまざまですが、運動機能が低
下して日常生活の質が落ち、骨折・転倒・寝たきりなどへ進んでしまうなど、加齢に伴って起き
る大きな問題で、「サルコペニア」という概念としてとらえるようになってきました。

【サルコペニアの定義】
「2010年高齢者のサルコペニアに関する欧州ワーキンググループの報告」で、加齢に伴う『筋
肉量の低下』を必須とし、他に『筋力または身体機能の低下のどちらか』が当てはまれば「サル
コペニア」と診断するとされました。

【診断】
欧州における診断基準は示されていますが、日本人に合った診断方法がまだ確立されていません。
また「筋肉量」の測定には、特殊な器具や装置が必要で、簡便さに問題があります。しかし、診
断することは、臨床上も地域保険活動上も、とても重要なことです。

【サルコペニアの簡易測定法】
下方浩史ら（参考文献）が提唱したものを紹介します。
「筋肉量」を、BMIと下腿の最大周囲長で判断し、「筋力・身体機能」を利き手の握力と普通歩
行速度で評価します。そして、「数百メートル以上歩くこと」に困難を感じるかどうかで、各評
価項目での線引きとしました。
① 普通歩行速度が秒速１m未満、もしくは握力が男性25kg未満、女性20kg未満を『脆弱高齢者』。
② ①のうちBMIが18.5kg/m²未満、もしくは下腿周囲30cm未満の場合を『サルコペニア』とする。
　※秒速１mは、青信号で横断歩道を渡る際に設定された速度です。
　※ BMIはbody mass index。体重kgを身長mｘ身長mで割った数値で表し、18.5未満を低体

重（やせ）、18.5以上25未満を普通体重と設定しています。
参考文献：下方浩史、安藤富士子：日常生活機能と骨格筋量、筋力との関連、日本老年医学会49：195-198,2012

　青信号の間に横断歩道を渡れず、ふくらはぎの周囲が30cm以下あるいはやせ
3 3

だと「サルコペ
ニア」となります。
　まだ確定された診断方法ではありませんが、簡単で優れた方法であると思います。

次回は、サルコペニアの原因などについてお話しします。
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鉄
人
レ
ー
ス
・
海
水
浴
場
条
例
・
明
日
を
考
え
る

　
「
九
十
九
里
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン

（
鉄
人
レ
ー
ス
）
２
０
１
４
」
の

紹
介
記
事
（
『
朝
日
』
４
・
12
）

を
読
み
ま
し
た
。

　
９
月
20
日
開
催
、
開
催
地
は
一

宮
町
、
白
子
町
、
九
十
九
里
町
、

大
網
白
里
市
、
東
金
市
、
長
生
村

の
６
自
治
体
が
連
携
。
サ
ー
フ
ィ

ン
ス
ポ
ッ
ト
で
知
ら
れ
、
都
心
か

ら
車
で
約
１
時
間
半
の
一
宮
町
を

主
会
場
に
、
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
界

と
サ
ー
フ
ィ
ン
界
が
手
を
結
ん
で

開
催
を
決
定
し
た
そ
う
で
す
。

　

一
宮
川
の
河
口
付
近
を
泳
ぐ

「
ス
イ
ム
」
が
１
・
５
㌔
、
有
料

道
路
を
自
転
車
で
走
る
「
バ
イ

ク
」
が
40
㌔
、
一
宮
町
内
を
駆
け

抜
け
る
「
ラ
ン
」
が
10
㌔
、
合
わ

せ
て
51
・
５
㌔
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

と
同
じ
で
、
参
加
者
も
２
０
０
０

人
と
九
十
九
里
に
ふ
さ
わ
し
い
雄

大
な
競
技
大
会
で
す
。

　
海
の
季
節
を
前
に
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
は
全
国
の「
海
岸
情
報
」

が
活
発
で
す
。
自
治
体
、
海
岸
営

業
組
合
な
ど
が
企
画
す
る
イ
ベ
ン

ト
が
盛
ん
で
す
が
、
今
の
と
こ
ろ

「
九
十
九
里
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
」

以
上
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
企
画

は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

　
「
海
岸
情
報
」
で
注
目
さ
れ
て

い
る
の
は
、
神
奈
川
県
逗
子
市
の

「
海
水
浴
場
条
例
」
で
す
。
海
の

家
以
外
で
の
飲
酒
、
バ
ー
ベ
キ
ュ

ー
。
拡
声
器
を
使
っ
た
音
楽
の
禁

止
。
入
れ
墨
の
露
出
禁
止
な
ど
い

ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
渋
谷
や
新

宿
の
夜
を
海
岸
へ
持
ち
こ
ま
れ
て

は
住
民
も
困
る
で
し
ょ
う
。

　
背
景
に
は
海
水
浴
客
が
最
盛
期

の
４
分
の
１
に
減
っ
た
と
い
う
全

国
的
な
事
情
が
あ
り
、
問
題
は
深

刻
で
す
。
逗
子
の
海
の
家
の
経
営

者
た
ち
は
「
営
業
権
の
侵
害
だ
」

と
地
裁
に
提
訴
、
法
廷
で
争
わ
れ

る
な
り
ゆ
き
で
す
。

　
私
の
所
属
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
「
海

岸
情
報
」
も
悩
み
事
で
す
。
愛
知

県
豊
田
市
、
豊
橋
市
、
静
岡
県
浜

松
市
に
は
日
本
企
業
で
働
く
ブ
ラ

ジ
ル
人
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
大

勢
生
活
し
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
は

夜
の
海
岸
に
大
挙
集
合
。
一
晩
中

歌
い
踊
る
と
の
こ
と
で
す
。
群
馬

県
、
茨
城
県
な
ど
、
日
本
に
居
住

す
る
ブ
ラ
ジ
ル
人
は
20
万
人
以
上
、

海
岸
に
限
ら
ず
新
た
な
問
題
が
起

こ
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
、
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
の
動

画
を
数
本
観
て
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て

固
有
の
価
値
が
あ
る
事
を
知
り
ま

し
た
。
テ
ニ
ス
、
イ
カ
ダ
の
ぼ
り

な
ど
イ
ベ
ン
ト
の
経
験
豊
富
な
わ

が
白
子
町
で
す
が
、
今
回
の
大
会

に
は
ひ
と
り
で
も
多
く
地
元
の
若

い
方
に
参
加
、
観
戦
し
て
も
ら
う

こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
白
子
町

の
明
日
を
考
え
る
一
助
に
な
る
こ

と
は
確
か
で
す
。
（
高
橋
昭
彦
）

第
一
七
七
回

『
九
十
九
里
浜
の
詩
』
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は

http://w
w

w
4.ocn.ne.jp/~eca33eca/

黄色のランドセルカバーは新１年生の目印
茂原交通安全協会がランドセルカバーと下敷きを贈呈

　
小
さ
な
体
に
大
き
な
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
っ
て

登
下
校
す
る
１
年
生
。
一
見
、
微
笑
ま
し
い
光
景

で
す
が
、
通
学
路
を
歩
き
慣
れ
な
い
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
、
登
下
校
は
危
険
も
あ
り
ま
す
。

　
茂
原
交
通
安
全
協
会
で
は
、
新
１
年
生
の
交
通

安
全
を
願
い
、
管
内
の
小
学
校
の
新
入
生
に
ラ
ン

ド
セ
ル
カ
バ
ー
と
交
通
安
全
を
呼
び
か
け
る
下
敷

き
を
贈
っ
て
い
ま
す
。
ラ
ン
ド
セ
ル
カ
バ
ー
は
汚

れ
や
傷
な
ど
を
防
ぐ
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち

の
交
通
事
故
防
止
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
事
業
は
、
平
成
３
年
か
ら
毎
年
続
け
ら
れ

て
い
る
も
の
で
、
交
通
安
全
協
会
の
会
員
の
皆
さ

ん
が
納
め
ら
れ
て
い
る
会
費
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
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遠
藤
　
了

束
ね
置
く
軍
手
に
春
の
泥
乾
く

川
に
落
つ
椿
流る

浪ろ
う

の
は
じ
ま
れ
り

	

片
岡
幹
男

鶏
の
ウ
ロ
ウ
ロ
歩
き
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

全
身
で
笑
ふ
幼
子
豆
の
花

	

金
坂
和
幸

春
雲
の
湧
き
て
さ
だ
ま
る
心
あ
り

母
の
忌
や
羽
化
す
る
蝶
の
薄
緑

	

小
髙
利
子

着
ぶ
く
れ
て
心
平
ら
に
余
生
守も

る

死
ぬ
ま
で
は
生
き
る
外ほ

か

な
し
日
向
ぼ
こ

	

秋
葉
晴
耕

ト
ン
ネ
ル
の
入
口
出
口
山
桜

初は
つ
つ
ば
め燕
か
け
足
と
な
る
登
校
児

	

緑
川
美
代
子

雨
上
が
り
ど
さ
と
音
立
て
落
椿

濡
れ
砂
に
し
ず
む
踵か

か
とや
春
の
磯

	

鵜
澤
洋
州

鳩
胸
の
芽
立
ち
確
か
め
種
を
ま
く

菜
の
花
に
新
装
な
り
し
直
売
所

	

佐
藤
五
城
目

乳ち
の
み
ご

呑
児
の
深
き
寝
息
や
花は

な
む
し
ろ筵

司
会
者
の
こ
と
ば
短
か
く
花
む
し
ろ

	

新
井
田
美
沙
緒

花
絵
巻
夢
に
貴
人
の
舟
遊
び

苗
木
買
う
母
の
老
い
先
神
ま
か
せ

	

金
井
道
子

香こ
う
う
ん雲
の
中
に
寄
り
添
い
恋
の
鳥

老
桜
走
り
根
し
か
と
城
下
町

	

平
野
洋
子

啓け
い
ち
つ蟄
や
あ
る
だ
け
出
し
て
靴
磨
く

鳥
雲
に
避
け
て
通
れ
ぬ
老
の
道

	

米
谷
静
夫

人
生
の
Ｂ
面
も
よ
し
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

其き

角か
く
忌
や
ゆ
っ
く
り
歩
む
孕
は
ら
み
ね
こ猫

片 

岡 

幹 

男　
選

秋あ
き　

葉ば　

晴せ
い　

耕こ
う

ト
ン
ネ
ル
の
入
口
出
口
山
桜

　

若
葉
の
中
の
山
桜
は
、
緑
に
白
い
花
が
際き
わ

立だ

っ
て
美
し
い
。

　

列
車
で
の
作
と
い
う
こ
の
句
。
阿あ

わ

の

波
野
青せ
い

畝ほ

の
名
句
「
山
又
山　

山
桜
又
山
桜
」
を
連

想
さ
せ
る
一
句
で
あ
る
。米よ

ね　

谷た
に　

静し
ず　

夫お

人
生
の
Ｂ
面
も
よ
し
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

　

レ
コ
ー
ド
盤
の
裏
面
を
Ｂ
面
と
呼
ぶ
。
若

く
バ
リ
バ
リ
の
現
役
時
代
を
Ａ
面
と
見
る
と
、

退
職
後
は
Ｂ
面
。

　

好
き
な
事
を
存
分
に
楽
し
め
る
Ｂ
面
も
決

し
て
悪
く
な
い
。

（
片
岡　

幹
男
）

し
ら
こ
俳
句
会

関小６年　石　井　奈
な
　緒

お

〈評〉夜空を走る鉄道の様子がダイナミ
ックに表現できました。

〈評〉正しい筆使いで、のびのび書けました。

　
言
葉
の
解
説

香こ
う
う
ん雲
… 

咲
き
乱
れ
た
桜
の
眺
め
を
雲
に
見
た
て
た
語
。

花は
な
む
し
ろ筵
… 

花
見
の
宴
に
使
う
席
。

鳥と
り
く
も雲
に
… 

渡
り
鳥
が
春
に
北
方
に
帰
る
「
鳥
帰

る
」
と
同
じ
だ
が
、
広
や
か
な
空
間
を

感
じ
さ
せ
る
季
語
。

南白亀小６年　中　條　朱　羅

〈評〉大きな風車を斜めから描き、ダ
イナミックな構図で仕上げました。
鮮やかな色を組み合わせた多色版
画が上手にできました。 

白潟小６年　河　野　秀　翔「銀河鉄道の夜」
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診療科目　内科・小児科　　茂原市八千代1－5－4（茂原消防署の裏）
診療時間　午後８時～11時まで　２４－１０１０
局番なしの　♯８０００　ダイヤル回線からは043－242－9939
毎日午後７時～１０時

夜間救急
診 療 所
こども救病
電話相談

☆当番医は変更になる場合があります。
　中央消防署指揮情報係24-0119へお問い合わせください。

（休日当番は午前９時～午後５時まで）●休日の当番医案内
月　日 内　　　　科 外　　　　科 一　宮　地　区

5月３日 大 木 医 院 23－2546 菅 原 病 院 25－1171 Ｋ・Ｉク リ ニ ッ ク 42－7575
5月4日 豊栄元氣クリニック 40－4884 宍 倉 病 院 24－2171 清 水 医 院 42－2950
5月5日 上 茂 原 診 療 所 25－2510 本 納 整 形 外 科 34－5091 いちのみやクリニック 42－1616
5月６日 茂 原 中 央 病 院 24－1191 聖 光 会 病 院 35－5151 睦 沢 診 療 所 44－2236
5月11日 清 水 三 郎 医 院 25－0776 君 塚 病 院 25－1811 長 生 診 療 所 32－3303
5月18日 金 坂 医 院 22－4885 塩 田 記 念 病 院 35－0099 長 生 八 積 医 院 32－3282
5月25日 わだ内科クリニック 20－3150 公 立 長 生 病 院 34－2121 津 谷 ク リ ニ ッ ク 32－5645

２０１4（平成26）年
5月/May くらしのこよみ

救急患者の方が優先となります。

日 月 火 水 木 金 土
4/27 28 29 30 5/1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

2014-5 20

乳児健診（健セ）
○H26年１月生
受付13：00～13：10

（母子手帳）
○H25年5月、10月生
受付13：15～13：30

（母子手帳・使用中の歯ブラシ）

保育所園庭開放
9：30～11：00

不燃ゴミ（南）
資源ゴミ（関）

結婚相談（公）
13：00～15：00

（役）…役場　（健セ）…健康づくりセンター　（公）…公民館　（青セ）…青少年センター

今月の納税
軽自動車税………………全期
６月２日までに納めましょう。

みどりの日

粗大ゴミ（関）
不燃ゴミ（白）
資源ゴミ（南）

白子たまねぎ祭り

心配ごと・人権・行政相談
9：00～12：00（公）

粗大ゴミ（白）
不燃ゴミ（関）

こあらっこ
（子育て相談）
13：30～（予約制）

（健セ）（母子手帳）

エイズ相談・
HIV等抗体検査

（長生保健所）
13：00～14：00

心配ごと相談
9：00～12：00（公）
予約制（☎33-5746）

粗大ゴミ（南）
資源ゴミ（白）

憲法記念日

移動交番
(たまねぎ祭り会場)
9：30～15：00

休日開庁
8:30～17:15

こころの健康相談
（長生保健所）
14：00～16：00

（予約制☎22-5167）

心配ごと相談
9：00～12：00（公）
予約制（☎33-5746）

移動交番（公）
10：00～11：00

移動交番（公）
10：00～11：00

心配ごと相談
9：00～12：00（公）
予約制（☎33-5746）

大腸がん検診（健セ）40歳以上
受付 7:30～9:30

こどもの日 振替休日

不妊相談
（長生保健所）
12：45～15：00

（予約制☎22-5167）
※10日前までに予約
(予約☎22-5167)

１歳６か月健診（健セ）
受付13：00～13：15
H24年9・10・11月生

（母子手帳・使用中の歯ブラシ）

交通事故巡回相談
（茂原市役所）
10：00～15：00

老人精神保健福祉
相談（長生保健所）
14：00～15：00

（予約制☎22-5167）

大腸がん検診
（健セ）
40歳以上
受付 7:30～9:30

ママ・パパ教室（健セ）
妊婦とその配偶者
受付13：00～13：15

（母子手帳・飲み物）

ゴミゼロ運動
各自治会




